
議案第８号  
北九州市立思永中学校温水プール管理規則の一部改正について 

北九州市立思永中学校温水プール管理規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。  
令和７年５月２２日提出  

                     北九州市教育委員会 
教育長 太 田 清 治 

提案理由 北九州市立思永中学校の温水プールへの指定管理者制度の導入に伴

い、指定管理者に係る規定を加えるため、この議案を提出する。 



 

 

北九州市立思永中学校温水プール管理規則の一部改正について 

 

１ 改正理由 

２ 改正内容 

３ 施行期日 

 

 

令 和 ７ 年 ５ 月 

教育委員会施設課 

 

  北九州市立思永中学校の温水プール（以下「プール」という。）は、市民

のスポーツ振興及び健康増進への寄与を目的として設置及び運営しており、

学校の授業で使用する以外の時間帯は通年、市民開放を行っている。 

  当該プールについては北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭

和４７年北九州市条例第８号）に基づき、学校教育上支障のない範囲内で市

民の使用に供する際に限り指定管理者制度の活用が可能であるところ、令和

８年度より当該制度を導入する予定である。 

ついては、プールを市民の使用に供する際の管理に関して必要な事項を定

めている北九州市立思永中学校温水プール管理規則（平成２１年北九州市教

育委員会規則第４号）に指定管理者に係る事項を加えるもの。 

 

指定管理者に係る以下の規定を加える。 

 （１） 指定管理者の指定の申請に係る事項の公表 

 （２） 指定管理者の指定の申請の添付書類 

 （３） 指定管理者の指定の告示 

 （４） 指定管理者の事業報告 

 

  公布の日から施行する。 

 

 



北九州市立思永中学校温水プールの概要 

１）屋内温水プール整備の経緯 

２）施設概要 

３）運営概要 

◎市民利用 

◎学校利用 

 

 

 建築後５１年を経過した思永中学校の全面改築にＰＦＩ手法を導入し、平成

１９年度から令和５年度まで、施設の設計・建築から、その後の維持管理及び

運営を民間事業者に一括して委ねていた。 

 全面改築を行う際に、思永中学校の温水プールに老朽化した勝山市民プール

（屋外プール）の代替施設の役割を持たせ、学校が授業で使用する以外の時間

帯は、市民の利用に供する、通年利用が可能な屋内温水プールとして整備され

た。 

 

（１）所在地：北九州市小倉北区大門一丁目５番１号（思永中学校敷地内） 

（２）プール：メインプール ２５ｍ×７コース（水面積３５０㎡） 

        幼児用プール （水面積５０㎡） 

（３）駐車場：５６台（うち２台身障者用） 

（４）供用開始：平成２１年４月１日 

 

（１）利用期間：通年 

（２）利用時間：１０：００～２０：００ 

※但し、５月～１０月の学校利用日は１６時００分から 

（３）閉館日 ：年末年始、月曜日 

      ※但し、月曜日が祝日の場合は、月曜日に開館し、火曜日 

を休館日とする。 

（１）利用期間：５月～１０月 

（２）利用時間：平日８時５０分から１５時４０分まで 

（３）利用校 ：令和６年度 西小倉小、思永中 

        令和７年度 西小倉小、日明小、到津小、思永中、南小倉中 

        



北九州市立思永中学校温水プール管理規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

令和７年 月  日 

北九州市教育委員会 

                      教育長 太 田 清 治 

北九州市教育委員会規則第 号 

北九州市立思永中学校温水プール管理規則の一部を改正する規則 

北九州市立思永中学校温水プール管理規則（平成２１年北九州市教育委員会

規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第５条を第９条とし、第４条の次に次の４条を加える。 

（指定管理者の指定の申請に係る事項の公表） 

第５条 教育長は、プールについて指定管理者を指定しようとするときは、申

請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しなければな

らない。 

（指定管理者の指定の申請の添付書類） 

第６条 北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市

条例第８号）第９条の２第１項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

（１） 定款又はこれに準ずるものの謄本 

（２） 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書 

（３） 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類 

（４） 事業計画書に係る収支見積書 

（５） 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類 

（指定管理者の指定の告示） 

第７条 教育長は、プールについて指定管理者を指定したときは、その旨を告

示するものとする。 

（指定管理者の事業報告） 

第８条 指定管理者は、毎年度終了後、その管理するプールの管理の業務に関

し事業報告書を作成し、５月３１日までに教育長に提出しなければならない

。 

   付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 



参
考
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
北
九
州
市
立
思
永
中
学
校
温
水
プ
ー
ル
管
理
規
則
新
旧
対
照
表

 

新
 

旧
 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
に
係
る
事
項
の
公
表
）
 

第
５
条
 
教
育
長
は
、
プ
ー
ル
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
の

受
付
場
所
及
び
受
付
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
の
添
付
書
類
）
 

第
６
条
 
北
九
州
市
教
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
４
７
年
北
九
州
市
条
例

第
８
号
）
第
９
条
の
２
第
１
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
 
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
謄
本
 

（
２
）
 
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
収
支
決
算
書
 

（
３
）
 
現
に
行
っ
て
い
る
事
業
の
内
容
及
び
実
績
を
記
載
し
た
書
類
 

（
４
）
 
事
業
計
画
書
に
係
る
収
支
見
積
書
 

（
５
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
告
示
）
 

第
７
条
 
教
育
長
は
、
プ
ー
ル
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す

る
も
の
と
す
る
。
 

（
指
定
管
理
者
の
事
業
報
告
）
 

第
８
条
 
指
定
管
理
者
は
、
毎
年
度
終
了
後
、
そ
の
管
理
す
る
プ
ー
ル
の
管
理
の
業
務
に
関
し
事

業
報
告
書
を
作
成
し
、
５
月
３
１
日
ま
で
に
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
委
任
）
 

第
９
条
 
 
略
 

                 

（
委
任
）
 

第
５
条
 
 
略

 

 


